令和７年度 第３回嘉麻市地域福祉計画策定委員会　会議録
開催日時：令和７年12月16日（火）14時00分～
開催場所：嘉麻市役所本庁舎４階　４Ａ会議室

【委員】
	委員区分
	氏名
	推薦団体名（役職名）
	備　考

	社会福祉関係者
	　西　
	真由美
	嘉麻市民生委員児童委員協議会
	

	社会福祉関係者
	小川
	史佳
	嘉麻市社会福祉協議会
	副委員長

	障がい福祉関係者
	有田
	紀代美
	嘉麻市身体障害者福祉協会
	

	児童福祉・子育て関係者
	合代
	証子
	嘉麻・桂川地区保育協会（会長）
	

	高齢者福祉・介護関係者
	　森　
	友紀子
	社会福祉法人ひまわり会
特別養護老人ホームひまわり園
	

	市民団体等関係者
	平井
	由子
	嘉麻市行政区長連合会（理事）
	

	市民団体等関係者
	桒野
	良一
	嘉麻市老人クラブ連合会（事務局長）
	委員長

	公募委員
	籾井
	剛士
	
	

	公募委員
	手嶋
	雄太
	
	

	学識経験者
	本郷
	秀和
	公立大学法人福岡県立大学（教授）
	

	関係行政機関職員
	戸畑
	典子
	福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎（社会福祉課長）
	

	ボランティア関係者
	永尾
	富久美
	かま手話の会（事務局）
	



【事務局】
	所属等
	氏　名

	福祉事務所　所長
兼社会福祉課　課長
	田中
	和美

	社会福祉課　課長補佐
	末次
	亜紀子

	社会福祉課　係長
	野見山
	留美

	社会福祉課　社会福祉係
	石坂
	禎久

	社会福祉課　社会福祉係
	秋山
	　登　




【配布資料】
・令和７年度第３回嘉麻市地域福祉計画策定委員会会議次第
・【資料１】第３期嘉麻市地域福祉計画 素案（４章以降）
・【資料２】嘉麻市の地域福祉計画における４助の考え方
・第３期嘉麻市地域福祉計画 骨子案（前回資料）
・第２期嘉麻市地域福祉計画 冊子

議　事
（１）第３期嘉麻市地域福祉計画【素案】について
委員長：事務局より説明があったが、何か質問や意見はあるか。
本郷委員：計画の基本的な考え方について、エビデンスが示されている箇所と、そうでない箇所があるように思われる。例えば、28頁に記載されている「嘉麻市再犯防止推進計画」は、地域福祉計画の中に含まれるものなのか。
事務局：本計画では、地域福祉計画の一章として、第６章に「嘉麻市再犯防止推進計画」を位置づける構成としている。
本郷委員：下位計画などとして、別に独立した計画は存在しないのか。
事務局：現時点では、再犯防止に関する別計画の策定予定はない。
本郷委員：承知した。併せて２点確認したい。
１点目として、28頁では数値的根拠が示されており、嘉麻市の課題と計画との関係が整理されていて分かりやすい。他の項目を見ると、記載方法が統一されていないようにも感じるため、嘉麻市の課題と計画の関係について、全体として統一した整理を行った方がよいのではないか。
２点目として、同じく28頁の第１節について、平成20年度以降、警察の犯罪白書において高齢者犯罪が継続的に取り上げられている。高齢者の再犯率や、医療刑務所からの出所などの状況もあり、また男女で犯罪傾向が異なること、孤独感や寂しさが犯罪の背景となっている事例も指摘されている。嘉麻市は高齢化率が高い自治体であるが、計画に記載されている犯罪率の上昇について、その原因や、高齢者によるものか若年層によるものかが読み取れない。こうした情報があれば、計画の実効性がより高まるのではないか。仮に高齢者による犯罪が多いのであれば、見守りの強化などの施策もより有効になると考える。
事務局：１点目の構成については、今回、地域福祉計画に再犯防止の視点を初めて盛り込んだ部分もあり、記載方法にばらつきが生じている。今後の計画策定に向けた貴重な意見として受け止めたい。
２点目の高齢者犯罪については、現時点で具体的な数値は把握していないが、嘉麻市の高齢化が進んでいる状況を踏まえると、高齢者による犯罪が増加している可能性はあると認識している。再犯防止推進計画を今回初めて位置づけたこともあり、手探りの部分があるが、今後、具体的な数値や状況を整理し、どのように福祉計画へ反映していくかが重要な課題であると考えており、今後の計画に生かしていきたい。
委員長：ほかに質問や意見はあるか。
副委員長：14頁の図に「ＤＶ・ひきこもり・ヤングケアラー」とあるが、嘉麻市におけるひきこもりの相談窓口が十分に周知されていないように思う。市の支援の欄に「健康課（ひきこもり関連）」などの記載を加えることや、「その他関係機関」として「かまひきこもり相談支援センター」を追記してもらえるとありがたい。
事務局：計画への追記については検討する。また、市民が実際にどこへ相談に行けばよいのか分かりやすくなるよう、今後、広報を活用した周知方法についても検討していきたい。
委員長：ほかに質問や意見はあるか。
手嶋委員：22頁の成年後見制度利用促進について確認したい。嘉麻市では成年後見制度がどの程度利用されているのか。利用者数が少ない場合は推進が必要だが、ある程度利用が進んでいるのであれば、推進よりも制度の維持や質の確保について検討すべきではないか。
事務局：前回の策定委員会で示した骨子案の17頁に、直近５年間の成年後見制度利用者数の推移を記載しており、令和６年は124人となっている。今後については、単に利用者数の多寡だけでなく、制度の対象となる人が困らずに支援につながるよう、相談窓口の分かりやすさや利用しやすさの整備を含めて計画に位置づけている。
委員長：ほかに質問や意見はあるか。
本郷委員：高齢者の買い物や通院は重要であるが、嘉麻市では買い物支援や通院移送に対する福祉的な補助は行っていないのか。
事務局：介護保険制度など、制度ごとのサービスはあるが、嘉麻市独自として、買い物を目的とした移送補助やバスの往復補助は行っていない。
本郷委員：福祉有償運送などは実施しておらず、基本的にはタクシー利用という認識でよいか。
事務局：タクシー利用のほか、市バスの運行を行っている。現在、交通網をより利便性の高い形にできないか、見直しや再編について検討を進めている状況である。
委員長：ほかに質問や意見はあるか。
委員一同：質問・意見等無し。
委員長：質疑がないため、第３期嘉麻市地域福祉計画については了承を頂きたい。
続いての議事「今後のスケジュールについて」に移る。

（２）今後のスケジュールについて
事務局：本日頂いたご意見の修正対応のなかで、文言の修正など軽微なものが見つかる場合があるがそのような修正は事務局に一任頂きたい。
委員一同：よい。
事務局：本日のご意見を踏まえて計画案の修正を行った後、パブリックコメントを実施し、市民から意見を募集する。意見募集期間は、１月上旬から２月上旬までの約30日間を予定している。
その後、２月下旬または３月上旬に第４回策定委員会を開催し、パブリックコメントで寄せられた意見の報告と、最終的な地域福祉計画案の策定を行う予定である。
策定委員会後、日を改めて市長へ計画案の答申を行う。答申については、委員長および副委員長に市長への提出をお願いしたい。
市長への答申後は、計画書の印刷・製本作業を行い、３月末での納品を予定している。
以上が今後のスケジュールである。
委員長：今後のスケジュールについて、質問や意見はあるか。
委員一同：質問・意見等無し。
委員長：質疑が無いため、次の「その他」へ移る。

（３）その他
委員長：事務局よりその他、補足などあるか。
事務局：無し。
委員長：その他、質問や意見はあるか。
委員一同：質問・意見等無し。
委員長：意見等がないため、以上で会議を終了する。
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